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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 45(オ)357 原審裁判所名 大阪高等裁判所 

事件名 建物収去土地明渡、所有権確認等

請求 

原審事件番号 昭和 41(ネ)1877 

裁判年月日 昭和 45 年 10 月 29 日 原審裁判年月日 昭和 44 年 12 月 12 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 101 号 243 頁   

 

判示事項 所有の意思をもつて占有するものと認められた事例 

裁判要旨 占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に

定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開

始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人堀川嘉夫、同上原洋允の上告理由第一点および第二点(一)について。 

所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する

ことができる。ところで、占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつ

て客観的に定められるべきものであり、原審は、上告人が本件土地の所有権を譲り受けること

を内容とする交換契約に基づきその引渡を受けた旨を認定したのであるから、上告人が右交

換契約によつて本件土地の所有権を取得しえなかつたとしても、上告人の右占有は、所有の意

思をもつてする占有であるといわなければならない。したがつて、原審が前記の事実を認定し

ながら、上告人の占有が所有の意思をもつてする占有ではないとした判断は、違法というべき

である。しかしながら、原審は、上告人が本件土地の引渡を受けた当時、本件土地が自己の所

有となつたと信じたわけではなかつた旨の事実を認定しているのであるから、上告人は、本件

土地の占有の始めにおいて悪意であつたものというべく、したがつて、上告人の民法一六二条

二項の規定による取得時効の主張を排斥した原審の判断は、結局正当であるといわなければ

ならない。原判決にはその結論に影響を及ぼすべき違法はなく、論旨は、採用することができ

ない。 

同第二点(二)について。 

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ

る。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人の本訴請求が権利濫用にわ

たるものとはいえないとした原審の判断は正当として首肯することができる。原判決に所論

の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、独自の見解

に基づき原判決を攻撃するものであつて採用することができない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決

する。 
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（裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠 裁判

官 大隅健一郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 255 号 156 頁、判例時報 612 号 52 頁 

 


